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資料№２ 

 

（専門部会等） 

最低賃金法第２５条第５項 

最低賃金審議会は、最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定につ

いて調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、

関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。 

 

 

（専門部会等） 

最低賃金法第２５条第６項 

最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合

においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとす

る。 

 

 

（関係労働者及び関係使用者の意見） 

最低賃金法施行規則第１１条第１項 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金の決定又はその改正若し

くは廃止の決定について中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会（以下

「最低賃金審議会」という。）の調査審議を求めた場合には、遅滞なく、最

低賃金審議会が法第２５条第５項の規定により当該事案について関係労働

者及び関係使用者の意見を聴く旨並びに意見を述べようとする関係労働者

及び関係使用者は一定の期日までに最低賃金審議会に意見書を提出すべき

旨を公示するものとする。 

 

 

最低賃金法施行規則第１１条第２項 

最低賃金審議会は、前項の意見書によるほか、当該意見書を提出した者そ

の他の関係労働者及び関係使用者のうち適当と認める者をその会議（専門部

会の会議を含む。）に出席させる等により、関係労働者及び関係使用者の意

見をきくものとする。 
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最低賃金と生活保護との整合性について 

 

１ 最低賃金法第９条第３項の趣旨（関連通達から） 

  

   

   最低賃金と生活保護基準の関係について、生活保護が健康で文化的な最低

限度の生活を保障するものである趣旨から考えると、最低賃金の水準が生活

保護の水準より低い場合には、最低生活費の保障という観点及び就労に対す

るインセンティブの低下並びにモラルハザードの観点から問題があることか

ら、最低賃金法第９条第２項の「労働者の生計費」を考慮する際のひとつの

要素として、生活保護に係る施策があることを法律上明確にしたものです。 

   法律上、特に生活保護に係る施策との整合性だけが明確化された点に鑑み

れば、これは、最低賃金は生活保護を下回らない水準となるよう配慮すると

いう趣旨であると解されます。 

 

２ 保護基準の考え方について（平成２０年度版「保護の手引き」から） 

   保護基準は、要保護者の年齢別、世帯構成別、所在地域別などに分けて厚

生労働大臣が定めることになっています。したがって、保護基準は、まず所

在地域別に定められているのが原則です。具体的には、生活様式、物価の違

いなどによる生活水準の差に対応して全国の市町村を６区分の級地（１級地

－１・１級地－２、２級地－１・２級地－２、３級地－１・３級地－２）に

分類し基準額を設定しています。どこがどの級地に該当するのかは、各地域

の生活実態などに応じて厚生労働大臣が決めており、おおむね、１級地は大

都市及びその周辺市町、２級地は県庁所在地をはじめとする中都市、３級地

はその他の市町村となっています。 

最低賃金法第９条（地域別最低賃金の原則） 

  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最

低賃金（一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。）は、あまねく全国

各地域について決定されなければならない。 

２ 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の

事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。 

３ 前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的

な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合

性に配慮するものとする。 
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   奈良県の場合は、 

２級地－１ 奈良市、生駒市 

２級地－２ 橿原市 

３級地－１ 他の市町と明日香村 

３級地－２ 明日香村を除く村 

となっています。 

 

  （１）生活扶助基準 

      生活扶助基準は、衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経        

常的経費について最低生活費を表示したものです。大きくは、第１類    

費と第２類費に分けられ、特別の需要のある者にはさらに各種加算が    

合算されるという構成になっています。 

   ア 第１類費（個人的経費） 

飲食物費や被服費など個人単位に消費する生活費について定めら

れた基準で、年齢別に表示されています。 

   イ 第２類費（世帯共通的経費） 

世帯全体としてまとめて支出される経費で、電気代、ガス代、水道

代などの光熱費や家具什器費などが該当し、世帯人員別に表示されて

います。また冬季は、寒冷の度合いなどによって、暖房費などの必要

額が異なりますので、都道府県を単位として地域別（６区分）に冬季

加算額が表示されています。 

     ※ 別添「最低生活費の体系」を参照。 

 

３ 最低賃金と生活保護の比較について 

（平成２０年８月４日「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告」から抜粋） 

最低賃金と生活保護との比較については、両者の基本的性質が異なるこ

ともあって、例えば、地域別最低賃金は都道府県単位で決定されているの

に対し、生活保護は市町村を 6 段階の級地に区分していること、生活保護

は年齢や世帯構成によって基準額が異なること、生活保護では、必要に応

じて各種加算や住宅扶助等があること等をどのように考慮するのかといっ

た問題があるが、公益委員としては、直近のデータに基づき、手取額でみ

た最低賃金額と、衣食住との意味で生活保護のうち若年単身世帯の生活扶

助基準の都道府県内人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えたものとを比

較することが適当と考えたところである。 

※ 最低賃金と生活保護の比較は、別添グラフを参照。 
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＋ ＋ ＋ 一 般 基 準 学校給食費 通学交通費 教 材 代 

＋ 

第 １ 類 

第 ２ 類 

入 院 患 者 日 用 品 費 

介護施設入所者基本生活費 

各 種 加 算 

期 末 一 時 扶 助 

一 時 扶 助 

家 賃 ・ 地 代 

家 屋 補 修 費 

妊 産 婦 加 算 

母 子 加 算 

障 害 者 加 算 

介 護 施 設 入 所 者 加 算 

在 宅 患 者 加 算 

放 射 線 障 害 者 加 算 

児 童 養 育 加 算 

介 護 保 険 料 加 算 

最低生活費の体系 

地 区 別 冬 季 加 算 

妊 産 婦 加 算 

生 活 扶 助 

住 宅 扶 助 

教 育 扶 助 

介 護 扶 助 

医 療 扶 助 

出 産 扶 助 

生 業 扶 助 

葬 祭 扶 助 

勤 労 控 除 

生  業  費・技能習得費・就職支度費 

最

低

生

活

費 
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生活保護と最低賃金
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生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータ、最低賃金のデータともに令和２年度のものである。ただし、住宅扶助の実績値は令和２年度の実績値が未公表のため、令和元年度の実績値を使用している。

注４）０．８１７は時間額７９２円で月１７３．８時間働いた場合の令和２年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

19



80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

東
京
神
奈
川

大
阪
愛
知
埼
玉
千
葉
京
都
兵
庫
静
岡
滋
賀
茨
城
栃
木
広
島
長
野
富
山
三
重
山
梨
群
馬
岡
山
石
川
香
川
奈
良
宮
城
福
岡
山
口
岐
阜
福
井
和
歌
山

北
海
道

新
潟
徳
島
福
島
大
分
山
形
愛
媛
島
根
鳥
取
熊
本
長
崎
高
知
岩
手
鹿
児
島

佐
賀
青
森
秋
田
宮
崎
沖
縄

生活保護（生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）＋住宅扶助）と最低賃金

生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）人口加重平均＋住宅扶助実績値

最低賃金額×１７３．８×０．８１７

注１）生活扶助基準（１類費＋２類費＋期末一時扶助費）は１８～１９歳単身のものである。

注２）生活扶助基準は冬季加算を含めて算出。

注３）生活保護のデータは令和２年度（ただし、住宅扶助の実績値は令和２年度の実績値が未公表のため、令和元年度の実績値を使用している。）、最低賃金のデータは令和３年度のもの。

注４）０．８１７は時間額７９２円で月１７３．８時間働いた場合の令和２年度の税・社会保険料を考慮した可処分所得の総所得に対する比率。

単位：円

令和３年度最低賃金

改定額反映版
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令和２年度
データに基
づく乖離額

令和３年度
地域別最低
賃金引上げ額

最新の
乖離額

昨年度の
目安小委で
示した乖離額

（Ａ） （Ｂ）
（Ｃ）
（＝Ａ－Ｂ）

（Ｄ）
（Ｅ)
（＝Ｃ－Ｄ）

最低賃金の
引上げ

による影響額
（e①）

可処分所得
比率の変動
（0.817→0.817）
による影響額
（ｅ②）

生活扶助基準の
見直し、国勢調
査の更新による
影響額
（e③）

住宅扶助実績値
の増減による
影響額
（e④）

北海道 △123 28 △151 △119 △32 △28 0 △4 0
青 森 △117 29 △146 △117 △29 △29 0 0 0
岩 手 △137 28 △165 △137 △28 △28 0 0 0
宮 城 △123 28 △151 △120 △31 △28 0 △3 0
秋 田 △130 30 △160 △129 △30 △30 0 0 0
山 形 △125 29 △154 △125 △29 △29 0 0 0
福 島 △150 28 △178 △150 △28 △28 0 0 0
茨 城 △194 28 △222 △195 △27 △28 0 1 0
栃 木 △172 28 △200 △171 △29 △28 0 △1 0
群 馬 △164 28 △192 △162 △29 △28 0 △1 0
埼 玉 △139 28 △167 △136 △32 △28 0 △4 0
千 葉 △162 28 △190 △158 △32 △28 0 △4 0
東 京 △149 28 △177 △143 △34 △28 0 △6 0
神奈川 △178 28 △206 △171 △34 △28 0 △6 0
新 潟 △147 28 △175 △146 △29 △28 0 △1 0
富 山 △205 28 △233 △203 △30 △28 0 △2 0
石 川 △154 28 △182 △153 △29 △28 0 △1 0
福 井 △179 28 △207 △178 △29 △28 0 △1 0
山 梨 △201 28 △229 △201 △28 △28 0 0 0
長 野 △186 28 △214 △185 △29 △28 0 △1 0
岐 阜 △174 28 △202 △174 △28 △28 0 0 0
静 岡 △171 28 △199 △170 △30 △28 0 △2 0
愛 知 △203 28 △231 △200 △31 △28 0 △3 0
三 重 △216 28 △244 △215 △29 △28 0 △1 0
滋 賀 △179 28 △207 △178 △30 △28 0 △2 0
京 都 △142 28 △170 △138 △32 △28 0 △4 0
大 阪 △179 28 △207 △173 △34 △28 0 △6 0
兵 庫 △143 28 △171 △139 △32 △28 0 △4 0
奈 良 △156 28 △184 △155 △29 △28 0 △1 0
和歌山 △170 28 △198 △170 △29 △28 0 △1 0
鳥 取 △136 29 △165 △135 △30 △29 0 △1 0
島 根 △158 32 △190 △157 △33 △32 0 △1 0
岡 山 △139 28 △167 △134 △33 △28 0 △5 0
広 島 △145 28 △173 △140 △34 △28 0 △6 0
山 口 △191 28 △219 △190 △29 △28 0 △1 0
徳 島 △181 28 △209 △181 △28 △28 0 0 0
香 川 △162 28 △190 △161 △29 △28 0 △1 0
愛 媛 △123 28 △151 △123 △28 △28 0 0 0
高 知 △147 28 △175 △147 △28 △28 0 0 0
福 岡 △151 28 △179 △147 △32 △28 0 △4 0
佐 賀 △161 29 △190 △162 △29 △29 0 0 0
長 崎 △143 28 △171 △142 △29 △28 0 △1 0
熊 本 △150 28 △178 △151 △28 △28 0 0 0
大 分 △152 30 △182 △151 △31 △30 0 △1 0
宮 崎 △154 28 △182 △154 △28 △28 0 0 0
鹿児島 △158 28 △186 △157 △29 △28 0 △1 0
沖 縄 △126 28 △154 △126 △28 △28 0 0 0

都道府県ごとの最低賃金と生活保護水準との乖離額変動の要因分析

乖離の変動額

※１　最低賃金と生活保護水準の乖離額は、「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の別紙１「平成20年度地域別最低賃金額改定
　　の目安に関する公益委員見解」において用いられた考え方により算出。
※２　生活保護のデータのうち、住宅扶助の実績値は令和２年度の実績値が未公表のため、令和元年度の実績値を使用している。
※３　最低賃金と生活保護水準との乖離額を算出するには、月額を時間額に換算する際などに端数処理を行うため、必ずしもE＝ｅ①＋ｅ②＋ｅ③＋e④
　　とならない。
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